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令和３年度久米南町人事行政の運営等の状況について 

 
 
 
  １ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 
  ２ 職員の人事評価の状況 

  
  ３ 職員の給与の状況 

 
  ４ 職員の勤務時間その他の勤務条件 

 
  ５ 職員の休業の状況 

 
  ６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 
  ７ 職員の服務の状況 

 
  ８ 職員の退職管理の状況 

 
  ９ 職員の研修の状況 

 
 １０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 
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１ 職員の任免及び職員数に関する状況 
（１）職員の任免状況 
   職員の採用及び退職の状況（令和３年度） 

区 分 採 用（人） 
退 職 

定年（人） 定年以外（人） 計（人） 

一般行政部門 ２人 １人 ２人 ３人 

教育部門 ０人 ０人 ０人 ０人 

公営企業等 ０人 ０人 ０人 ０人 

計 ２人 １人 ２人 ３人 

 
（２）職員数の状況 
 ①部門別職員数の状況（各年４月１日現在。▲はマイナス） 

区 分 職員数 
対前年増減数 

部 門 令和３年 令和４年 

一般 
行政 
部門 

議 会 １ １ ０ 

総 務 ２１ ２２ １ 

税 務 ４ ４ ０ 

農林水産 ８ ８ ０ 

土 木 ６ ６ ０ 

民 生 １９ １８ ▲１ 

衛 生 ５ ５ ０ 

小 計 ６４ ６４ ０ 

教育 
部門 

教 育 ９ ９ ０ 

小 計 ９ ９ ０ 

公営 
企業 
等 

水 道 ２ ２ ０ 

下水道 １ １ ０ 

その他 ５ ５ ０ 

小 計 ８ ８ ０ 

合 計 ８１ ８１ ０ 

※職員数は一般職に属する職員数であり、再任用職員、地方公務員の身分 

を保有する休職者、派遣職員などを含み、短時間勤務職員及び臨時的任用

職員を除く。 
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２ 職員の人事評価の状況 
   職員の職務遂行上見られた職務に対する取組姿勢、能力及び仕事の実績

について、客観的かつ継続的に把握し、統一的基準で公正に評価し、その

結果を個々の職員に応じた人材育成、適正な任用及び給与制度、能力を最

大限に発揮できる配置等に反映させることにより、職員一人ひとりの意識

改革を促すとともに、組織の活性化につなげることを目的として、人事評

価を定期的に実施している。 
   評価の種類は以下の通りである。 

 
 （１）人事評価 
   職務遂行にあたり実際に職務上とられる行動を基に「業績」、「能力」「態

度」について評価する。 

 
 （２）目標管理 
   被評価者が果たすべき役割を明確化するとともに目標を設定し、その達

成状況を評価する。 

 
３ 職員の給与の状況 
  （１）総括 
  ①歳出総額に占める人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住 民 基 本 台 帳 人 口

（令和4年1月1日） 
歳出額 

A 

実質収

支 
人件費 

B 

人件費率

B/A 
令和３

年度 
人 

4,574 

千円

4,651,625 

千円

321,218 

千円

764,168 
% 

16.4 

 
 
  ②職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数

A 
給与費 

一人当たり

給与費 B/A 

令和３

年度 
86 人 

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

千円

5,174 

千円 

298,050 

千円

34,544 

千円 

112,395 

千円

444,989 

※職員数は普通会計に属する一般職の職員及び会計年度任用職員（フルタイ

ム）職員の合計。 
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③ラスパイレス指数の状況 

年 平成 28 年 平成29年 平成30年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 

指数 94.5 94.6 96.3 95.4 95.7 95.2 

  ※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方

公務員の給与水準を示す数字です。 

 
 （２）職員の平均給与月額、初任給等の状況 
  ①平均給与月額、平均経験年数の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均経験年数 

一般行政職 43.0 歳 316,300 円 390,500 円 21.2 年 

技能労務職 ＊＊＊歳 ＊＊＊円 ＊＊＊円 ＊＊＊年 

 
  ②職員の初任給の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区 分 初任給 

一般行政職 
大学卒 182,200 円 

高校卒 150,600 円 

技能労務職 高校卒 147,900 円 

 
 （３）一般行政職の級別職員数等の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成費 

6 級 会計管理者・局長・課長 5 人 9.6% 

5 級 課長代理 2 人 3.8% 

4 級 課長補佐・上席主幹 19 人 36.6% 

3 級 主幹・主任 17 人 32.7% 

2 級 主事・技師 7 人 13.5% 

1 級 主事・主事補 2 人 3.8% 
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 （４）年齢別職員構成の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区分 

20

歳 

～ 

未

満 

20

歳 

～ 

23

歳 

24

歳 

～ 

27

歳 

28

歳 

～ 

31

歳 

32

歳 

～ 

35

歳 

36

歳 

～ 

39

歳 

40

歳 

～ 

43

歳 

44

歳 

～ 

47

歳 

48

歳 

～ 

51

歳 

52

歳 

～ 

55

歳 

56

歳 

～ 

59

歳 

60

歳

以上 計 

職員数 0 1 6 6 7 8 10 21 12 3 4 3 81 

 
 （５）職員の手当の状況 
  ①期末手当・勤勉手当（令和 3 年度支給割合） 

支給時期 期末手当 勤勉手当 

6 月期 1.275 月分 0.95 月分 

12 月期 1.275 月分 0.95 月分 

計   2.55 月分  1.90 月分 

 （加算措置の状況） 
 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 

 
  ②退職手当（令和 4 年 4 月 1 日現在の支給率） 

区分 自己都合 定年・応募認定 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分   47.709 月分 

最高限度額  47.709 月分   47.709 月分 

 ※支給率は岡山県市町村総合事務組合の規程によるものです。 

 
  ③特殊勤務手当 

支給実績（3 年度決算） 240 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（3 年度決算） 26,666 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（3 年度） 11.1% 

手当の種類（手当数） 2 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 

感染症防疫作業等 作業従事職員 
感染症防疫作業 

日額  230 円 
130 円 

防疫等作業手当の 
特例運用 

日額  3,000 円 

簡易水道技術管理業務 作業従事職員 
週休日等の簡易 
水道技術管理業務 

日額  2,000 円 
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  ④時間外勤務手当 

支給実績（3 年度決算） 4,187 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（3 年度決算） 55 千円 

 
  ⑤その他の手当（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

扶養 
手当 

配偶者                     6,500 円 

子                       10,000 円 

父母等                      6,500 円 

満 16 歳から 22 歳までの子の加算          5,000 円 

住居 
手当 

借家・借間の場合 

①月額 27,000 円以下 月額 16,000 円控除した額 

②月額 27,000 円を超える 月額から 27,000 円を控除した額の 1/2 に 11,000円を加算

（限度額 28,000 円） 

通勤 
手当 

① 交通用具使用者 

2～ 5km 3,200 円   5～ 8km 4,600 円   8～10km 5,500 円 10～15km 7,100 円 

15～20km10,000 円 20～25km12,900 円 25～30km15,800 円 30～35km18,700 円 

35～40km21,600 円 40～45km24,400 円 45～50km26,200 円 50～55km28,000 円 

55～60km29,800 円 60km 以上 31,600 円 

②交通機関利用者 運賃等相当額（限度額 55,000 円/月） 

管理職 
手当 

① 課長・会計管理者・議会事務局長、園長（6 級）  29,800 円 

② 課長・課長代理・園長（5 級）         24,200 円 

③ 園長（4 級）                 23,400 円 

④ 課長補佐（医療職）              20,100 円 

⑤ 課長補佐・室長補佐・園長補佐         19,500 円 

 
  ⑥特別職の報酬等の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区 分 給料月額等 期末手当（3 年度支給割合） 

給 料 
町長 
副町長 

673,000 円 
579,000 円 

6 月期 1.80 月分 
12 月期 1.75 月分 
計   3.55 月分 

報 酬 
議長 
副議長 
議員 

280,000 円 
240,000 円 
220,000 円 

6 月期 1.55 月分 
12 月期 1.55 月分 
計   3.10 月分 

退職手当 
 
町長 
副町長 

（算定方式）          （支給時期） 
在職期間 1 年につき 100 分の 500 任期満了時 
在職期間 1 年につき 100 分の 300 任期満了時 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
（１）勤務時間の状況 
 一般的な職員の勤務時間の状況 

週の正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38 時間 45 分 8:30 17:15 12:00～13:00 

 
（２）年次休暇の取得状況 

（対象期間：令和 3 年 1 月 1 日～令和 3 年 12 月 31 日） 

平均使用日数 9.9 日 

※令和 3 年 1 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 日までの全期間を在職した職員で、

当該機関の中途に採用された者及び退職した者並びに当該期間中に育児休業、

休職の事由がある職員並びに派遣職員を除くものの平均使用日数。 

 
（３）休暇制度（休暇・休業の制度の種類） 

年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、育児休業、部分休業 

 
５ 職員の休業の状況（令和 3 年度） 

種類 
取得者数（人） 

計 
男 女 

育児休業 ０人 ３人 ３人 

 
６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 
（１）分限処分の状況（令和 3 年度） 

降 任 免 職 休 職 降 給 合 計 失 職 

０人 ０人 ２人 ０人 １人 ０人 

※人数は当該年度における実人員数。 

 
（２）懲戒処分の状況（令和 3 年度） 

※人数は当該年度における実人員数。 

 
 
 
 

戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 
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７ 職員の服務の状況 
 令和 3 年度においては、次に掲げる通達等により、職員の服務規律の確保に

努めた。 

通達等の時期 内 容 

令和 3 年 10 月 14 日 衆議院議員総選挙における服務規律等の確保について 

令和 3 年 12 月 20 日 年末年始における綱紀の粛正について 

令和 4 年 3 月 3 日 町議会議員選挙における服務規律等の確保について 

 
８ 職員の退職管理の状況 
 地方公務員法改正（平成 28 年 4 月 1 日施行）により、営利企業等に再就職し

た元職員した元職員による現職職員に対する働きかけが規制されることに伴い、

規制する元職員の範囲の範囲と再就職情報の収集・公表のルールを定める条例

（久米南町職員の退職管理に関する条例）等を制定し、退職管理の適正の確保

に取り組んでいる。現職員に関しては、営利企業等に再就職した元職員から働

きかけを受けた職員に対する町長への届出義務や、働きかけに応じて不正な行

為をした職員に対する罰則等が地方公務員法に定められている。 

 
９ 職員の研修の状況（令和 3 年度） 

区 分 内 容 派遣人数 

基本研修 
対象職員に求められる能力や意識・意欲の向上を図

るもの 
１５人 

課題別研修 
行政課題のテーマ別に能力や意識・意欲の向上を図

るもの 
 ９人 

 
１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 
（１）共済制度 
 職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき市町村職員共済組合（以

下「共済組合」という。）職員とその家族の病気・けが・出産・死亡等に対して

必要な給付を行う「短期給付事業」、職員等の退職・障害・年金又は一時金の給

付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付などの「福祉

事業」の大きく分けて３つの事業を行っています。 
 共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員からの掛金と使用者で

ある地方公共団体からの負担金により賄われており、掛金・負担金とも給料を

標準として法で定められた率により算出します。 
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（２）職員健康診断の実施状況（令和 3 年度） 
  定期健康診断   80 人 

 
（３）公務災害補償の状況（令和 3 年度） 

制度の概要 公務災害・通勤災害の認定件数 

地方公務員災害補償制度は、地

方公務員災害補償法に基づき、

職員が公務上の災害（負傷、疾

病、障害又は死亡）又は通勤に

よる災害を受けた場合に、その

災害によって生じた損害を補

償し、及び必要な福祉事業を行

うことを目的としています。 

公務災害 
公務上 公務外 合計 

0 件 0 件 0 件 

通勤災害 
該当 非該当 合計 

0 件 0 件 0 件 

合 計 

0 件 0 件 0 件 

 


